
札障第3446号   

平成26年（2014年）10月22日   

 

各外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 管理者 様 

 

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部長   

 

共同生活援助における受託居宅介護の取扱いについて 

 

平素より、札幌市の障がい福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

本年４月の障害者総合支援法の改正による共同生活介護の共同生活援助への一元化に伴い、

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者（以下「外部サービス利用型事業者」という。）

においては、外部の居宅介護事業者に委託して、入浴、排せつ又は食事の介護（以下「受託

居宅介護」という。）を提供することとなりました。 

つきましては、受託居宅介護の提供に係る取扱いについて通知いたしますので、貴事業者

内関係職員にご周知くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 受託居宅介護の提供に係る事務 

受託居宅介護の提供にあたっては、以下に掲げる事項と併せ、指定基準省令（※１）及

び解釈通知（※２）に定める基準に従い適切に事務を行うこと。 

※１「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年9月29日厚生労働省令第171号）」 

※２「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日障発第1206001号)」 

＜受託居宅介護の提供における関係図＞ 
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⑴ 委託契約 

外部サービス利用型事業者は、居宅介護事業者と、受託居宅介護の提供に関する委託

契約を文書により締結しなければならない（複数の事業者と委託契約が可能）。 

当該委託契約には、解釈通知に掲げる事項のほか、その他の受託居宅介護の提供の適

切な実施のために必要な事項（例：キャンセル時の取扱い等）を取り決めておくこと。 

また、外部サービス利用型事業者と居宅介護事業者が同一の場合、一方が代理人に契

約締結権限を委任するなど、異なる当事者による委託契約とする必要がある。 

なお、外部サービス利用型指定共同生活援助のみなし指定を受けている事業者は、次

の指定更新又は受託居宅介護の提供開始までに委託契約を行うこと。 

⑵ 運営規程等 

外部サービス利用型事業者は、委託契約を締結した居宅介護事業者（以下「受託居宅

介護事業者」という。）の名称及び所在地等を運営規程に定めるとともに、利用者へ重

要事項の説明を行う際に、その他の受託居宅介護の提供に必要な事項と併せて説明を行

うこと。 

⑶ 利用契約 

外部サービス利用型事業者は、受託居宅介護を含めた共同生活援助の利用契約を利用

者と締結し、障害福祉サービス受給者証の共同生活援助及び居宅介護等に係る事業者記

入欄の記入（別添１参照）を行うこと。 

なお、本通知時点で受託居宅介護を含めた利用契約を締結している利用者についても、

受給者証への記入を行うこと。 

⑷ 計画作成 

外部サービス利用型事業者は、受託居宅介護の支援内容を含めた外部サービス利用型

共同生活援助計画（以下「共同生活援助計画」という。）を作成し、受託居宅介護事業

者が、この共同生活援助計画に基づいて居宅介護計画を作成する。 

なお、共同生活援助計画と居宅介護計画が整合を図りつつ作成されるよう、双方の従

業者による会議を開催する等の必要な措置を講じること。 

⑸ 提供方法 

受託居宅介護事業者が、作成した居宅介護計画に基づき受託居宅介護を提供し、提供

した日時、時間、具体的なサービスの内容等（以下「提供実績」という。）を、指定居

宅介護に準じた様式又は委託契約で定める様式により記録し、利用者の確認を得る。 

外部サービス利用型事業者は、受託居宅介護事業者から、文書により提供実績の報告

を受け、共同生活援助サービス提供実績記録票の様式18-1及び様式18-2（別添２参照）

を作成し、それぞれ利用者の確認を得ること。 

なお、当初の共同生活援助計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、提供実績と

合致しない場合には、速やかに受託居宅介護事業者と協議等を行った上で、共同生活援

助計画の見直し、変更を行うことが必要であること。 



⑹ 報酬等 

外部サービス利用型事業者は、受託居宅介護サービス費を外部サービス利用型共同生

活援助サービス費と併せて北海道国民健康保険団体連合会に電子請求を行い、個々の委

託契約に基づく委託料を受託居宅介護事業者に支払う。 

なお、電子請求における実績記録票情報及び請求明細書情報の入力方法については、

使用している請求システムのマニュアル等を参照すること。 

＜受託居宅介護サービス費＞ 

受託居宅介護を提供した場合、現に要した時間ではなく、外部サービス利用型共同

生活援助の提供時間帯において共同生活援助計画に基づいて行われるべき受託居宅介

護サービスの所要時間に基づき、下表により算定される。 

計画の所要時間 単位数 

15分未満 99単位 

15分以上30分未満 199単位 

30分以上１時間30分未満 
271単位に所要時間30分から計算して15分を増すごと

に90単位を加算した単位数 

１時間30分以上 
580単位に、所要時間１時間30分から計算して15分を

増すごとに37単位を加算した単位数 

ア 共同生活援助計画に基づかない支援は、受託居宅介護サービス費を算定できない。

また、共同生活援助計画に基づく支援であっても、外部サービス利用型共同生活援

助の提供時間帯以外の時間帯（注）の支援や、家事援助や安否確認等に伴い若干の

身体介護を行う支援の場合には算定できない。 

（注）外部サービス利用型事業者が、利用者の生活サイクルに応じて一日の活動終了時刻から

開始時刻までを基本として設定した、夜間及び深夜の時間帯 

イ １人の利用者に対して複数の従業者が同時に受託居宅介護を提供する場合であっ

ても、利用者が提供を受ける所要時間に応じた１回の受託居宅介護として算定する。 

ウ １日に受託居宅介護サービス費を複数回算定する場合は、概ね２時間以上の間隔

を空けなければならない。なお、身体の状況等により、短時間の間隔で複数回の訪

問を行わなければならない場合はこの限りではない。 

エ 計画の所要時間「15 分未満」で算定する場合、提供に要した時間は 10 分程度以

上であること。 

オ 利用者の意向や状態等を踏まえた上で、利用者の支援に支障がない場合には、１

人の従業者が複数の利用者に対して同時に受託居宅介護を提供することができる。

この場合、受託居宅介護の所要時間を提供した利用者の人数で除して得た利用者１

人当たりの所要時間に応じた所定単位数を、それぞれの利用者について算定する。

ただし、計算の結果、利用者１人当たりの所要時間がエの要件を満たさない場合は

算定できない。 

※ イ～オの具体例は別添３を参照 



 

２ 添付資料 

⑴ 障害福祉サービス受給者証（別冊）事業者記入欄記載例・・・・・・・別添１ 

⑵ 共同生活援助サービス提供実績記録票様式及び記載例・・・・・・・・別添２ 

⑶ 平成26年３月20日都道府県・国保連合会合同担当者説明会資料抜粋・・別添３ 

⑷ 平成26年４月２日付札障第73号通知「共同生活介護の共同生活援助への 

一元化について」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添４ 

 

３ 参考ＨＰ 

⑴ 厚生労働省法令等データベースサービス（指定基準省令及び解釈通知掲載） 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 

⑵ 札幌市公式ホームページ（グループホーム・ケアホームの一元化について）

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/2014chgh-ichigenka.html 

 

 

 
担当：札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 

 （請求に関すること）給付管理係 

 （指定に関すること）事業者指定担当係 

 （運営に関すること）指導担当係 

   Tel 011-211-2938 Fax 011-218-5181 


